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規則l
0産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例

に関する条例施行規則の一部を改正する規則
(税務課 )

O病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定め
る条例施行規則の一部を改正する規則 (医療対策課)

0旅館業法施行細則及び過疎地域自立促進のための県税
の課税の特例に関する条例施行規則の一部を改正する
規則 (薬事衛生謀)

O石川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一部
を改正する規則 (農業基盤謀)
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亘回総信感 1[!わ(術) 任「産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例」会) I地域経済牽引

事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例J~' 。
企業立地計画の承認日

特定事業 の種類

年月 日
川
叩

所在地
地域経済 け牽ん 引事業

年
計画の承認 日

月 日

事業 の

種 類
主務大臣の確認日 年 月 日

~部
。

-:Q' Illi:饗hl(1蝋) ~.JW'Ç\] Nモト「承認、企業立地計画」州 「承認、地域経済牽引事業計画J~括公， Illi:~送信 ( 1蝋 ) !堅持1('C¥] ~ 必8~小~異州防。
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条の

規定による確認書の写 し

E1旧経世燃11命岳 「産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例」必) I地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例J~話交， Illi:~送信纏.JW'r-<岳 「通知書を受け取った」会) I処分があったことを知ったJ~話交， IできますJ8告訴~ I (なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内で、あっ

ても、処分があった日の翌日から起算して 1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)J州異
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ぇ 、同様式備考2 中 「 3 枠 制品川 向ミ現。汁」を「法 V O汁 H い 什除述。汁」に、「 。汁内，「 」を「 ( 川町討J 鍔 円滑法V O汁

H い 什め滑司、υ 汁 E 3閥 E 170酎 輸「ぺ∞酪泊史3 44VOペ A 了 相対浮浪V O汁 2 3附 E U70間 輪「ぺH h初 出川商山田「汁~川崎

E d 津 山 W 3婦 韮「3 割 片品町満酎J 叶 内 m Hい 汁 込凶」川
d 仰 件〈件。M 附 J 寸 0
)
0 汁 代「」に改める。

附 則

1 こ の規則は、公布の日から施行する。

2 改 正前の産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて作成した

用 紙は、なお当 分 の問、所要の調整をして使用することができる。

病 院及び診療所の人員 及 び施設に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 年六月二 十 五 日

石 川 県 知事 谷 本 正 憲

石 川県規則第二十七号

病 院及び診療所の人員 及 び施設に関する基準等 を定める条例 施行規則の一 部 を改正 する規則

病 院及び診療所の人員 及 び施設に関する基 準等を定める条例 施行規則(平成二 十 四年石川県規則第四十五 号) の 一

部 を次のように改正する。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中「総務省、法務省、財務省、林野庁」を「法務省」に、「独 立行政法人労働者健康福祉機構」

を 「独立行政法人労働者健康安全機構」に改め、同項第二 号 中 「 、 無菌病室 の 病床又は集中強化治療室 若しくは心 疾

患 強化 治 療室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用いる他 の 病

床 が同一 病 院内に確保されているもの」を削り、同項第三 号 を次のように改める。

三 削 除

第 二 条 第二 項 を次のように改める。

2 前 項第一 号 の当該病床の利用者のうち職員 及 びその家族以外の者、隊員 及びその家族以 外の者、従業員 及 びその

家 族以外の者、業務上の災害 を 被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並び

に 同項第二 号の 放射 線 治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更

の 許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があっ

た 目前又は法第七条の二 第 三 項 の規定による命令若しくは法第三 十 条の十二 第 一 項 におい て読み替えて準用する法

第 七条の二 第 三 項 の規定による要請(以下この項において「命 令等」という。 ) をしようとする日前の直 近の九月

三 十 日における数によるものとする。 こ の場合において、 当 該許可の申請があった目前 又は当 該命令等をし ようと

す る日前の直近の九月三 十 日において業務が行われなかったときは、当 該病院又は診療所における実績、 当 該 病院

又 は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

第 二 条 第三 項 中 「 、 無菌 病室の病床又は集中強化治療室若しくは心 疾患強化治療室 の 病床であって、当 該 病室 の 入

院 患 者が当該病室におけ る治療終了後の入院のために専 ら用いる他 の病床が同一 病 院内に確保されることが見込まれ

る もの」を削る。

附 則第 二 項 の前の見出しを削り、同項を次のように改める。

( 既存病床数に関する経過措置 )

2 法 第七条の二 第 一一 項 若しくは第二 項 の 申 請があった場合又は同条第三 項 の措置をとるべきことを命ずる場合若し

く は法第三 十 条の十二 第 一 項 において読み替えて準用する法第七条の二 第 三 項 の規定による要請をしようとする場

合 におい て、知事 が当該申請又は命令若し くは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二 十 三 年 厚生省

令 第五十号)第三 十 条の三 十 に規定する区域における既存の病床の数及び当 該申 請に係る病床数を算定するに当 たっ

て は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、 平 成三十 年四月一 日 以後に当 該 病院又は診療所の療養病床の

転 換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健

施 設(介護保険法(平成九年法律第百 二十 三 号 ) 第八条第二 十 八項に規定する介護老人保健施設をいう。 ) 又は介

護 医療院(同条第二 十 九項に規定する介護医療院をいう。 ) の用に供することをいう。 ) を行った場合における当 該

転 換に係る入所定員数については、平成三 十 六年三 月 三 十 一 日 までの問、療養病床に係る既存の病床の数として算

定 する。

附 則第 三 項 及び第四項を削る。

附 則第 五項の前の見出 しを削り、同項中「附 則第五 項 」を「 附 則第三 項 (条例附則第四項の規定により読み替 えて

適 用する場合を含む。 ) 」 に改め、 同項を附則第 三項とし、 同項の前に見出しとして「 ( 転換病床を有する病院の人員
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首長 Il然 繁埴縦士担埋!と票冨(官長川十川崎ト時三l!!!K感量級R川十-¥-1日給)8 1 1話会)女~8 "-6爪L!.話同-rl{ð。

1送4古紙 111わfト「殿」 ω 「様」と1' 1ホテル営業 ・旅館営業 ・簡易宿所営業 ・下宿営業」会J 1旅館 ・ホテル営業

簡易宿所営業 下宿営業JL!.' 

申請者の欠格事項 (1) 法又は法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執

法人にあって 行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起

は、その業務を 算して 3年を経過していないこと。 会j

行う役員 を含 (2) 法第 8条の規定により許可を取り消され、取消しの日か

む。 ら起算 して 3年を経過していないこと。

申請者の欠格事項 (1) 成年被後見人又は被保佐人であること。

(1)から(5)までに (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないこと。

ついては、法人 (3) 禁鋼以上の刑に処せられ、又は法若しくは法に基づく処

の業務を行う役 分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、

員を含む。 又は執行を受けることがなくなった日から起算して 3年を

経過していないこと。

(4) 法第 8条の規定により許可を取り消され、取消しの日か

ら起算して 3年を経過していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成

3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同
己主'fQl{dO 

号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して 5年を

経過していない者 ((7)において 「暴力団員等J という。)

であること。

(6) 営業に関 し成年者と同ーの行為能力を有しない未成年者
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」 川，占げ 3 汗 尚完酒〉(汗補完崎〉UO 凶 作附〉d vか け湘ゆ一円討r J パ

一 件'中叩3 4沖 田 尚 町時門h ， o ) UOAH) す 市U ( 日 ) M 附 」川d q)rJ4斗 H U04n期 出

「 」川 τ向 日什什。

潮 社回田誠致命3 側 糠部響品川同園田「ペτか れ什。

様 式第二 号 中 「 源 開」を「 鶏 」に改める。

様 式第三 号 中 「 潮岬」を「議」に、「鞘ω 冷 鞘N 畑 瀦H 中 M E鞘 N 中 」 を

C A 鴻 ∞中3 rJ斗 μ 斗 戸山由ν 」 に、「社浦知C A」 を 「 社 浦陣弓打」に改める。

様 式第四号から様式第六号までの規定中「潮 岬」を「 燕 」に改める。

( 過疎地域自 立 促 進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則の一 部 改正)

第 二 条 過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例施行規則(平成十二 年 石川県規則第五十四号)の

一 部 を次のように改正する。

第 二 条 中 「 ホ テル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。

附 則

1 こ の規則は、公布の日から 施 行する。

2 第 一 条 の規定による改正前の旅館業法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の問、所要の調整を

し て使用することができる。

「瀦 ω hm鞘 N 畑 鞘H h叩 M 70一 舗 。中川 什 」川，M 州

石 川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 年六月二 十 五日

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県規則第二十九号

石 川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の一 部 を改正する規則

石 川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和四十五年石川県規則第四十五号)

る 。

の 一 部 を次のように改正す

題 名を次のように改める。

石 川 県 営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

第 一 条 中「石川県営土地改良事業分担金徴収条例」を「石 川県営土地改良事業分担金等徴収条例」に改め、「の分

担 金」の下に「 及 び特別徴収金」を加える。

第 二 条 の表第十号中「中 山間地域で行う」 を「次号及び第十一 号 の二に掲げる」に改め、 同表 第十一 号 中「限 る 」

を 「限り、機構関連事 業で あるものを除く」に改め、同号の次に次の一 号 を加える。

ほ 場整備事業(機構関連事業であるものに限る。十 の 十 分の

第 五条の見出しを「( 特別徴収金 の対象事業ごに改め、同条中「規定による知事の指定する」を「規則で定める」

に 、「もの」を「 事業 ( 同条第 二 項 に該当する事業を除く。 ) 」 に改める。

第 六条の前の見出 しを「 ( 特別徴収金 の減免ごに改め、同条中「第六条第四項」を「第六条第六項」に、「分担金」

を 「特別徴収金」に改める。

第 七条中「第六条第四 項 」を「第六条第六項」に、 「分 担金」を「 特 別徴収金」に、「と き」を「場合」に改める。

第 九条の見出し中「分担金の」を削り、同条第一 項 中 「 第六条第四項」を「第六条第六項」に、 「分 担金の減免」

を 「特別徴収金の減免」に、「又は減免」を「若 し くは減免」に改め、「含む。 ) 」の下に「又は減免を受けようとする

特 別徴収金の額」を加え、同条第二 項 中 「 又 は」を「若しくは減免又は特別徴収金の」に改める。

附 則

1 こ の規則は、公布の日から 施 行する。

2 改 正後の第二 条 の表の規定は、平成三 十 年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、

平 成二十九年度以前の年度の予算に係る県営土地 改良事 業(平成三 十 年度以降の年度に繰り越されたものを含む。 )

の 分担金については、なお従前の例による。
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